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地球環境基金について 
 



 

地 球 環 境 基 金 の 概 要               

 

  制度創設の背景 

  １９９２年（平成４年）６月に、ブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と 

 開のための国連会議（地球サミット）」で、我が国政府は、民間団体の環境保全活動に 

 対し、資金的支援の仕組みを整備することを表明し、１９９３（平成５）年５月、環境 

 事業団に「地球環境基金」を創設 

 

 

 事業の概要 

  国からの出資金と広く国民からの資金拠出（寄付）により基金を造成し、この運用益と 

国からの補助金により、内外の民間団体(NGO/NPO)の活動を支援 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊助成対象団体…… 財団法人、社団法人、特定非営利活動法人（NPO法人）のほか、 

                     一定の条件を満たす法人格のない団体も対象 

        (注)一定の条件 

            ①定款、寄付行為に準ずる規約を有すること 

       ②団体の意思を決定し、活動を執行する組織が確立していること    

            ③自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること 

            ④活動の本拠としての事務所を有すること 

            ⑤活動実績等からみて、要望に係る活動を確実に実施することができると認 

       められること                      

●民間の活動保全活動の振興に必要な 

調査研究、情報の提供、研修等 

地球環境基金のしくみ 

国 
環境事業団 

 

地球環境基金

助成事業 

国 民 

・ 

企業等 

運 営 委 員 会       振興事業 

イ 国内民間団体による 

  開発途上地域の環境保全活動

ロ 海外民間団体による 

  開発途上地域の環境保全活動 

ハ 国内民間団体による 

  国内での環境保全活動 

出資 

寄付 

助言 諮問 

・助成専門委員会 

・環境ＮＧＯ活動推進委員会 



  ○環境事業団法 
 
（業務の範囲） 
第１８条 事業団は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 
 
 一 ～ 十  略 
 
 十一 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化

   的な生活の確保に寄与する活動であって次に掲げるものに対し、助成を

   行うこと。 
 
  イ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体（民間の発意に基づき活動を

   行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において

   同じ。）による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、

   その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他

   の政令で定める要件に該当するもの 
 
  ロ 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域

   における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地にお

   いて事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当す

   るもの 
 
  ハ  本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環

   境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるもので

   あることその他の政令で定める要件に該当するもの 
 
 十二 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び

   提供並びに研修を行うこと。 
 
 
  十三        略 
 
 
 
 
 
 
 
（地球環境基金） 
第３７条 事業団は、第１８条第１項第１１号及び第１２号の業務並びにこれ

 らに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環



 境基金を設け、第３条の２第２項後段の規定により政府が示した金額と基金

 に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相

 当する金額をもってこれに充てるものとする。 
 
２    略 
 
（区分経理） 
第２５条 事業団は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設

 けて整理しなければならない。 
 １ 第１８条第１項第６号及び７号の業務並びに附帯する業務 
 ２ 第１８条第１項第１１号及び１２号の業務並びにこれらに附帯する業務 
 ３ 前第２号に係る業務以外の業務 
 
（主務大臣等） 
第４４条 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。 
 
 一 ～ 五  略 
 
 六 第１８条第１項第１１号及び第１２号の業務並びにこれらに附帯する業

  務に関する事項については、環境大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び

  国土交通大臣 
 
２          略 



    
 ○ 環境事業団法施行令 
 
（助成の対象となる民間団体の活動）  
第４条 法第１８条第１項第１０号イ及びロの政令で定める要件は、次の各号

 のいずれにも該当するものであることとする。 
 
  一 開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的とし

  ない法人その他の団体（次号において「開発途上地域の住民等」という。） 
     の需要に応じて行われるものであること。 
 
 二 次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。 
  イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住

   民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民

   等の参加を得て行う環境の保全を図るための事業の実施 
  ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林

   事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止

   の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るため

   の事業に必要な知識の提供 
  ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際

   会議の開催 
 
第５条 法第１８条第１項第１１号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動

  のいずれかに該当するものであることとする。 
 
 一 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事

  業その他の広範な国民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るため

  の事業の実施 
 
 二 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及 
 
 三 前２号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施 
 
 



                                                                                平成１４年３月末現在 
                 地球環境基金の造成状況 
 
 
 
１ 造 成 状 況   
                                                                                （単位：件・百万円）  

     区   分  ５年度  ６年度  ７年度  ８年度  ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度  累 計 

件数       1       1       1       1       1       1       1       2       1       10  
政府出資金 

   1,000   1,000   1,000   1,000   1,000     900     500   2,500     500    9,400 

件数     299     358     287     273     238     464     994     883     690    4,486 民間等 
  出えん金 

   1,048   1,168     407     634     430     482      11       8      18    4,207 

件数     300     359     288     274     241     466     996     886     692    4,502  
 合 計 

   2,048   2,168   1,407   1,634   1,430   1,382     511   2,508     518   13,607
 
 
 
 
２ 民間等出えん金の内訳 
                                                                                （単位：件・百万円）  

     区   分  ５年度  ６年度  ７年度  ８年度  ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度  累 計 

件数       1       1      0       0       0       0       0       0       0       2 １ 
 畜産振興 
  資  金    1,000   1,000      0       0       0       0       0       0       0    2,000 

件数       0      5     11      18      17      15       0       0       0      66 ２ 
  競輪収益 
  金        0    125    375     588     415     467       0       0       0    1,970 

件数      20     37     39      22      32      48      64      79      97     438 ３ 
  企  業 

      35     16     18      19       8      10       2       3      13     124 

件数     278    315    237     233     189     401     930     804     593    3,980 ４ 
 個  人 
  そ の 他       13     27     14      27       7       5       9       5       6     113 

件数     299    358    287     273     238     464     994     883     690    4,486  
 合  計 

   1,048   1,168    407     634     430     482      11       8      18    4,207 
 
 
 
 



　 地球環境基金助成金における、重点化の推移 　（毎年度の募集分野等の重点化＝『要望審査に当たっての重点配慮事項』策定） H14.4.12

Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１２（特枠） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１４（特枠）
92 93 94 95 96 97 98 99 01

　①循環型社会構築
（含む環境農業等）配慮

 ①　H12年①と同 ①地球温暖化対策への支援

　（特別枠）
循環型社会形成

○特別枠重点募集
　　　WSSD成果の実現に資する活
動

①地球温暖化防止への重点支援 　　　　　　　　　①　同　左 ②同左 ②　H10年①と同 ②循環型社会の構築支援

③　自然環境の保全と自然と
の共生

（特別枠）
日中韓三カ国環境協力

②環境に関する国際的ﾆｰｽﾞへの対
応（会合､ﾈｯﾄﾜｰｸ形成、ｱｼﾞｱとの

ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ形成等）
②　同左 ③同左

③　H10年②と同
（「日中韓協力」追加）

（特別枠）
活動情報基盤整備

③NGO・地域住民の経済的自立 ③　同左 ④　同左
④　H10年③と同

　（「情報化」追加）

④NGOの活動管理体制の確保（助
成期間限定）

④　同左 ⑤　同左 ⑤　H11年④と同
『　H11年④と同（「助成金目
安､団体規模」を追加、』

特徴
審査方針
の明示

グローバル・パートナー

シップ・プログラムの開
始

「重点配慮事項」の明示
分野追加
・地球温暖化防止、
　環境保全型農業等）

特別枠３つの分野募集

分野追加
・循環型社会形成、
　情報基盤整備、
　日中韓環境協力

一部留保、特別枠募集
（ﾖﾊﾈｽｻﾐｯﾄ後の対応）

　６分野 ８分野 １０分野 特枠３分野 １２分野

・植林 砂漠化防止 　 　 ・砂漠化防止

・野生生物保護 ・自然保護 　 ・自然保護 ・自然保護保全復元

・公害防止 ・大気水環境 　 ・大気水環境 ・大気水土壌環境保全

・緑化 ・森林保全・緑化 　 ・森林保全・緑化

・リサイクル ・ﾘｻｲｸﾙ廃棄物 　 ・循環型社会形成

・その他 ・環境保全型農業等

・地球温暖化防止

・地域環境管理 　 ・地域環境管理

・環境教育 　 ・環境教育

・その他 ・その他 ・活動情報基盤整備 ・環境活動情報化

・日中韓三カ国環境協力

・その他

・
リ
オ
宣
言

、
ア
ジ

ェ
ン
ダ
２
１
策
定

・
気
候
変
動
条
約
，
生
物
多
様
性
条
約
に
日
本
署
名

・
国
内
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
環
境
活
動
支
援
要
請

・
国
際
的
な
地
球
環
境
保
全
の
議
論

○
案
件
採
択
の

「
審
査
方
針

」
を
公
表

○

「
活
動
分
野

」
と
活
動
内
容
を
例
示
開
始

○

「
審
査
方
針

」
中
に

、

「
重
点
配
慮
事
項

」
追
加
示

○

「
審
査
方
針

」
中
に

、

「
重
点
配
慮
事
項

」
を
明
示

○
事
業
団
監
査
指
導
室
が
助
成
先
監
査
を
行
う
内
規
改
正

○
特
殊
法
人
改
革

(

施
策
評
価
等

）
本
格
化

○
評
価
手
法
の
た
め
の
調
査
開
始

○
補
正
予
算
に
よ
る
特
別
募
集

○
N
G
O
の
情
報
化
促
進

○
助
成
事
業
の
評
価
に
向
け
た
書
式
調
査

○
助
成
の
ガ
イ
ド

（
手
引
き

）
明
確
化

助成年度

西暦

活
動
分
野

00

横
断
４
分
野

　　単独７分野／横断４分野同左同左 同左 同左

重
点
化
の
背
景
・
方
法
等

　

02

審
査
時
の
重
点
配
慮
事
項

④環境ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ形成と展
開

（ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ､国内
協働､提言行動､情報化他）

環の国会議を踏まえ重点化。
活動ｽﾀｲﾙ多様化へ対応：
提言策定やﾈｯﾄﾜｰｸ化等

（WSSD後の対応を重点支援予
定）

分
野
等
の
重
点
化

同左

単
独
７
分
野

リ
オ
環
境
と
開
発
国
連
会
議
　
6
月

環
境
影
響
評
価
法
　
制
定

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
　
公
布
十
月

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
　
制
定
　
7
月

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
法
　
施
行
　
4
月

第
一
回
日
中
韓
環
境
大
臣
会
合
　
１
月

・循環型社会形成

・環境保全型農業等

・地球温暖化防止

・総合環境保全活動

・総合環境教育

・活動情報基盤整備

・日中韓三カ国環境協

循
環
型
社
会
推
進
基
本
法
　
制
定
　
5
月

「
環
の
国
づ
く
り
会
議

」
報
告
7
月

日
本
新
生
の
た
め
の
新
発
展
政
策
　
十
月

（
４
重
点

、
Ｉ
Ｔ

、
循
環
社
会

、
高
齢
化

、
都
市
基
盤

）

○
地
球
環
境
基
金
設
置
５
月

（
環
境
事
業
団
法
改
正

）

環
境
基
本
法
　
制
定

環
境
パ
ー

ト
ナ
ー

シ

ッ
プ
プ
ラ
ザ
設
置

Ｃ
Ｏ
Ｐ
３
で
京
都
議
定
書
採
択
十
二
月

河
川
法
　
改
正

森
林
・
林
業
基
本
法
　
改
正
　
7
月

環
境
基
本
計
画
　
閣
議
決
定



助成実績（件数・金額）
決算ベース

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度 累計

54 77 76 79 78 75 78 83 77 677

    （9）     （9）

257 402 379 362 370 345 317 353 347 3,132

   （20）    （20）

3 9 18 21 22 24 27 25 21 170

    （2）     （2）

12 30 60 82 90 107 127 105 78 691

    （7）     （7）

47 71 70 87 93 96 112 108 125 809

   （73）    （73）

136 198 211 226 266 281 293 289 363 2,263

  （100）   （100）

104 157 164 187 193 195 217 216 223 1,656

   （84）    （84）

405 630 650 670 726 733 737 747 788 6,086

  （127）   （127）

（注）平成12年度の（  ）内は特別枠の別掲

  イ案件：国内民間団体による開発途上地域の環境保全活動

  ロ案件：海外民間団体による開発途上地域の環境保全活動

  ハ案件：国内民間団体による国内の環境保全活動

金額
（百万円）

件数

件数

ハ案件

合計

件数

ロ案件

金額
（百万円）

件数

金額
（百万円）

区分

金額
（百万円）

イ案件



年度別助成事業分野の助成金額分布(合計金額)

単位：千円
森林保
全・緑化

自然保護 大気・水
環境保全

砂漠化防
止

リサイク
ル・廃棄
物

循環型社
会形成

環境保全
型農業

環境教育 地域環境
管理

地球温暖
化防止

情報基盤 日中韓三
カ国環境
協力

その他 合計

1996 125,150 131,700 136,600 33,000 28,500 0 0 65,650 40,400 0 0 0 109,000 670,000

1997 79,000 122,900 190,800 28,500 37,500 0 0 85,900 62,100 0 0 0 123,300 730,000

1998 124,500 132,500 159,600 40,800 44,300 0 0 84,700 56,000 0 0 0 90,400 732,800

1999 117,650 147,500 136,300 26,500 54,500 0 0 126,900 46,800 0 0 0 80,500 736,650

2000 108,000 97,200 63,500 33,600 78,700 83,000 48,100 131,200 55,100 75,950 27,000 17,000 55,489 873,839 注)746,839千円

2001 62,750 96,760 77,300 32,100 0 201,750 43,300 127,400 30,000 47,200 25,800 17,100 32,800 796,261

注）上表の灰色部分は、2000年度の補正予算特別枠（循環型社会形成、情報基盤、日中韓三カ国環境協力）である。

　　尚、2000年度右欄外の数値は、上記特別枠を除いた助成金額の合計である。
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　　　　　　　年　度
　区　分

5 6 7 8 9 10 11 12 12特※ 13 累計 ％

森林保全・緑化 20 26 31 32 20 28 30 27 　 17 231 13.3

地域環境管理 11 12 14 17 16 16 　 10 96 5.5

自然保護 23 44 32 41 37 37 43 29 　 28 314 18.0

砂漠化防止 8 11 8 7 6 8 9 9 　 7 73 4.2

大気・水環境保全 25 31 39 39 44 48 40 17 　 19 302 17.4

環境教育 13 0 21 20 26 25 40 41 　 36 222 12.8

地球温暖化防止 　 21 　 13 34 2.0

環境保全型農業等 　 15 　 11 26 1.5

循環型社会形成 9 8 14 9 13 11 21 29 41 61 216 12.4

環境保全活動情報基盤整備 37 11 48 2.8

日中韓三カ国環境協力 6 4 10 0.6

その他 6 37 8 27 33 21 18 12 　 6 168 9.7

　　　　　　　　年度　計 104 157 164 187 193 195 217 216 84 223 1,740 100.0

※12年度補正予算による特別枠

活動分野別の推移(件数）



0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

国 際 会 議 実 践 知 識 の 提 供 ・ 普 及 啓 発 調 査 研 究

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

年度別助成事業形態の団体（件）数分布

単位：団体（件）数
国際会議 実践 知識の提供・

普及啓発
調査研究 合計

1996 15 52 79 41 187
1997 15 43 98 38 194
1998 8 45 102 40 195
1999 9 69 99 40 217
2000 9 77 164 50 300 注）216
2001 13 70 110 30 223

注）上表の2000年度右欄外の数値は、補正予算特別枠（循環型社会形成、情報基盤、日中韓三カ国環境協力）を除いた
　　団体（件）数である。



            海外活動地域別の実績（件数） 
                          （１９９４～２００１）  

      区  分  国内団体の活動 
  （イ案件） 

 海外団体の活動 
  （ロ案件） 

      計 

 アジア 
       中国 
       フィリピン 
       タイ 
       インドネシア 
       ベトナム 
       インド 
       ネパール 
       マレイシア 
       カンボジア 
       バングラデシュ 
       モンゴル 
       スリランカ 
       ミャンマー 
       その他 

    ４４８件 
        １１１ 
           ４１ 
           ４０ 
           ２９ 
           ３２ 
           １７ 
           ２０ 
           １５ 
           １２ 
             ８ 
             ７ 
             ５ 
             ５ 
         １０６ 

    １０７件 
           ２２ 
           ２０ 
             ７ 
             ９ 
             ４ 
           １５ 
             ７ 
             ５ 
             １ 
             ３ 
             １ 
             ０ 
             ０ 
           １３ 

     ５５５件 
      １３３ 
       ６１ 
        ４７ 
        ３８ 
        ３６ 
        ３２ 
        ２７ 
        ２０ 
        １３ 
        １１ 
          ８ 
          ５ 
          ５ 
         １１９ 

 アフリカ 
       ケニア 
       タンザニア 
       マリ 
       ギニア 
       エチオピア 
       エジプト 
       ガーナ 
      ブルキナファソ 
       ジプチ 
       その他 

      ６３件 
           １２ 
           １２ 
             ８ 
             ５ 
             １ 
             ４ 
             ２ 
             ３ 
             ３ 
           １３ 

     ２０件 
             ５ 
             ４ 
             ０ 
             ２ 
             ５ 
             ０ 
             １ 
             ０ 
             ０ 
             ３ 

      ８３件 
        １７ 
        １６ 
          ８ 
          ７ 
          ６ 
          ４ 
          ３ 
          ３ 
          ３ 
           １６ 

 ラテンアメリカ 
       ブラジル 
       グアテマラ 
       エクアドル 
       その他 

   ２７件 
          ２０ 
             ２ 
             ３ 
             ２ 

     １６件 
             ９ 
             ３ 
             ０ 
             ３ 

      ４３件 
        ２９ 
          ５ 
          ３ 
             ５ 

 大洋州 
       フィジー 
       その他 

         ９件 
             ３ 
             ６ 

         １件 
             ０ 
             １ 

       １０件 
          ３ 
             ７ 

 その他 
        ロシア 
        その他 

      ８０件 
           １１ 
           ６９ 

      １９件 
             ５ 
           １４ 

       ９９件 
        １６ 
           ８３ 

      合  計    ６２７件    １６３件     ７９０件 
 
 
 



民間活動振興事業について  
 
  振興事業は、環境保全活動を実施している民間団体（NGO、NPO）や広く国民に対し、環

境保全活動に関する情報の提供、人材育成のための支援等、民間団体活動の基盤を強化 
するために以下の業務を実施している。なお、研修業務については平成７年度、平成９年度

及び平成１０年度に研修のあり方、カリキュラム内容等に関し調査を行い、NGO活動団体等

様々な分野の方の意見を聞いてその充実を図っている。又、振興事業の年度計画についても

「環境NGO活動推進委員会」の意見を踏まえ実施している。 
 
  １ 調査研究業務   
 
  国内外の環境保全活動を行っている民間団体の活動状況及び開発途上地域や国内の環境

保全活動の方策に関する調査研究を行い、地球環境保全に関する民間団体の支援業務に資す

るとともに、活動状況、助成ニーズ等を把握し、基金による助成の参考資料等にも活用 

○ 環境NGO総覧（平成7年板、平成１０年版、平成１３年版：収録団体数4,132） 
○  開発途上国の環境NGOの実態調査（インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム  

中国、ネパール、インド、カンボジア、ケニア、タンザニア、エジプト、エチオピア） 
○ 環境NGO支援人材録 
○ 自然環境ハンドブック（アジア・中南米編、アフリカ・オセアニア編） 

   
  ２ 情報提供業務   
  
（１）年2回、ニューズレター「地球環境基金便り」を発行し、NGO活動に役立つ情報  を

盛り込んで広報 
（２）地球環境基金活動報告集の発行   
（３）地球環境基金ホームページにおいて様々な情報の提供 
      環境NGO総覧データベース及び環境NGO団体リンク 
   助成活動内容報告及び助成団体リンク 
      環境情報リンク 
     
  ３ 研修業務    
 
  地球環境市民大学校の開催 
  民間環境活動団体で活動するスタッフ等や民間環境保全活動を積極的に支援する人材

 の育成、活動団体の組織強化、NGO活動への理解等を目的として各種講座により、研 修

事業を実施 
  （１）NGO活動の強化・効率化： 地球環境問題、組織マネジメント、プロジェクト  

               運営、資金調達、会計実務、国際協力、情報戦略 
 （２）環境保全活動の体験と普及： 里山管理リーダー養成、森づくり実践、自然観察 

                リーダー養成、地球環境基金とNGO・市民の集い 
  （３）海外派遣研修： 海外実践活動の体験、開発途上地域の現状等について、現地NG
O               との意見交換等による国際環境協力を担う人材を育成 
  



   
  １ 調査研究業務   
 
    年 度               内    容 

 平成５年度 ・環境NGO総覧発行基礎調査 
・民間活動振興事業制度のあり方調査

 平成６年度 ・環境NGO団体調査 
・環境NGO総覧平成７年板発行 
・植林実態調査 
・水環境保全実態調査

 平成７年度 ・NPO法案のための基礎調査 
・リサイクル実施方策調査 
・自然環境保護活動実態調査 
・研修業務のあり方調査 
・環境NGO総覧改訂基礎調査

 平成８年度 ・環境NGO総覧改訂調査 
・海外環境NGO等実態調査（フィリピン、インドネシア） 
・先進国環境教育動向調査 
・環境NGO支援人材調査 
・企業人環境ボランティア調査

 平成９年度 ・環境NGO総覧改訂版（平成１０年板）発行 
・海外環境NGO等実態調査（タイ、ベトナム） 
・環境NGO支援人材禄編集 
・地球環境市民大学校基本計画策定調査

 平成10年度 ・環境NGO総覧データベース作成 
・海外環境NGO等実態調査（中国、ネパール） 
・地球環境市民大学校基本計画策定 
・開発途上国自然環境ハンドブック（アジア・中南米）編集 
・環境教育海外支援事例調査

 平成11年度 ・環境NGO総覧改訂調査 
・海外環境NGO等実態調査（インド、カンボジア） 
・開発途上国自然環境ハンドブック（アフリカ・オセアニア）編集
・農業との関連で見た環境保全の現況調査

 平成12年度 ・環境NGO総覧改訂版編集 
・海外環境NGO等実態調査（ケニア、タンザニア） 
・地球環境基金助成活動の評価に関する調査 
・農業との関連で見た環境保全の現況調査

 平成13年度 ・環境NGO総覧改訂版発行、データベース作成 
・海外環境NGO等実態調査（エジプト、エチオピア） 
・地球環境基金助成活動の評価に関する調査 
・開発途上地域森林保全活動調査 
・民間活動ボランティアと人材需要マッチング調査 
・地球環境基金の支援のあり方調査

 

  ２ 情報提供業務   



  
（１）ニューズレター「地球環境基金便り」発行、配布    年２回 
（２）地球環境基金活動報告集（助成事業活動実績）発行、配布   
（３）調査研究報告書発行、配布 
（４）地球環境基金ホームページでの情報の提供 
      環境NGO総覧データベース及び環境NGO団体リンク 
   助成活動内容報告（分野及び団体検索） 
      環境情報リンク 
                       
 
 
  ３ 研修業務    
 
    ＜発足当初の研修業務カリキュラム＞   講演及びＮＧＯ活動報告が主体 
     
   年 度       研 修 名 場 所    内  容 

平成５年度  民間活動集団研修  
 
・地球環境保全とNGO活動の役割 
・           〃 
・           〃 
・未来世代と地球環境 
・地球環境保全とNGO活動の役割 

 
 

横浜市 
仙台市 
名古屋市 
東京都 
北九州市 

 
 

講演及びNGO活動報告 
       〃 
       〃 
      〃 
      〃 

 民間活動集団研修  
 
・21世紀へ美しい地球環境を残す 
・環境NGO自然保護実践研修 
・地球環境保全とNGO活動の役割 
・体験してみよう環境NGO活動 
・NGO活動の集い 
・地域における環境NGO活動 
・           〃 
・           〃 

 
 

福岡市 
葉山町 
札幌市 
京都市 
東京都 
金沢市 
盛岡市 
新居浜市 

 
 

演及びNGO活動報告 
自然保護実践研修 
演及びNGO活動報告 
       〃 
       〃 
      〃 
      〃 
      〃 

平成６年度 

 海外派遣モデル事業 
 
・海外派遣研修（短期コース） 

 
 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ 
ﾈﾊﾟｰﾙ 

 
 

 活動視察(21日間)7人 

 
 
  平成７年度に研修業務のあり方についての調査を行い、平成９年度から研修業務に多様な
カリキュラムを用意して「地球環境市民大学校」の枠組みで研修講座を開催している。 
 また、平成９年度、１０年度にはNGO活動団体等様々な分野の方の意見を聞き、カリキュ
ラムの充実を図って来ている。なお、年度計画においても「環境NGO活動推進委員会」の意
見を踏まえ実施している。 



    ＜地球環境市民大学校として初年度のカリキュラム＞  入門講座を多く用意        平成９年度  地球環境市民大学校   

         研 修 名    開催場所  定員    実 施 月 日    備 考 

 東京   50  7/10,7/24,8/7,8/21 
 9/4,9/18 

 全6回   国際協力講座 

 大阪   30  9/25,10/9,10/23,11/6,11/2 
 0,12/412/18 

 全７回 

 東京   20  7/30,8/27,9/24 
 10/29 

 全４回   マネジメント講座 

 大阪   20  9/20,10/18,11/15,12/13  全４回 

 東京   10  8/9   １回 

 長野県松本   10  11/1,   １回 

 大阪   10  11/22,23  ２日連続

  NGO初級会計講座 

 石川県金沢   10  2/1   １回 

  ＰＣＭ講座  東京   20  9/16～18  ３日連続

  チラシづくり講座  東京   20  10/18,10/25  全2回 

 東京   20  12/6,7  ２日連続  ホームページづくり講座 

 大阪府東大阪   20  2/26,27  ２日連続

  プロジェクト評価入門講座  東京   20  1/22,23  ２日連続

  NGO組織運営講座  大阪   20  12/14,12/21,1/22, 
 1/25 

  ４回 

 東京新宿  200  7/11   １回 

 長崎県長崎  200  10/5   １回 

 三重県津  200  10/11   １回 

 香川県高松  200  10/16   １回 

 秋田県秋田  200  10/25   １回 

 滋賀県草津  200  11/16   １回 

  地球環境基金とＮＧＯ・市民の
 集い 

 石川県金沢  200  11/29   １回 

  里山管理リーダー養成講座  大阪   50  11/1～3  ２泊３日

  自然保護講座  沖縄   30  3/13～15  ２泊３日

  環境ＮＧＯ活動入門講座  東京  120  12/14   1回 

 タイ、ラオス    8  1/26～2/13  １９日間  海外派遣研修   短期コース 
 
                 長期コース  フィリピン    6  2/5～3/21  ４５日間

  海外研修報告会  東京   60  7/15   1回 
 
   



＜現在のカリキュラム＞  入門講座から実務、リーダー養成へシフト   
平成13年度  地球環境市民大学校                                                                                  

       研修名  開催場所  定員   実施時期  備考 

 東京   50  10/3,10,17,24,31  全５回   地球環境問題総合講座 

 兵庫   50  1/28,2/4,12,16  全４回 

  国際協力講座  岡山   25  3/1,2,3  ３日連続 

  プロジェクト運営講座  東京   20  1/ 22,23,24  ３日連続 

  組織マネジメント講座  仙台   25  ８/25、26  １回 

 高崎   30  10/13  １回   資金調達講座 

 札幌   30  11/10  １回 

  情報戦略講座  長野   30  12月 2  １回 

  環境アセスメント講座  大阪   40  2/5,12,19,23  全４回 

 千葉Ａ   25  10 /19,26  全２回 

  25  10/17,24 

  NGO/NPOの会計実務講座 

 東京Ａ 
 
 東京Ｂ   25  11/7,14,21,28, 

 12/5 

 全2回 
 
 全5回 

  環境ＮＧＯ活動実践手法講座  京都   30  10/7,28,11/10,24 
 12/8 

 全５回 

  自然観察リーダー養成講座  東京   25  ７/20,21  １泊２日 

  自然保護管理講座  屋久島   20  3/1,2,34  3泊4日 

  里山管理リーダー養成講座  大阪   50  5/19,20、 
 11/10,11、2/2,3 

 １泊２日 
 ３回 

  森づくり実践講座  東京   30  12/8,9、3/16,17  １泊２日 
 ２回 

 千葉県  500  6/5  １回 

 沖縄県  350  1/26  １回 

 愛知県  150  3/24  １回 

 岩手県  100  10/6  １回 

 地球環境基金とＮＧＯ・市民の集い

 兵庫県  100  11/3  １回 

 インドネ
 シア 

  ６  中止  10日間          短期コース 
 海外派遣研修 
 
              長期コース  ミャンマ

 － 
  ６  中止  30日間 

  海外派遣研修報告会  東京   30   ７/24  １回 

 
 



地球環境基金の助成を受けた団体の現状に関するアンケート調査結果の概要 

 

１．アンケートの調査の概要 

 調査時期：2001年２月22日～３月15日 

 調査対象：地球環境基金の助成を受けた480団体 

 回答内訳：回答団体：２００ 

           組織解散等による未回答：３１ 

 回答率 ：４４．５％ 

回答団体の法人格 

・任意団体120(60.0％) 

・財団法人28(14.0％) 

・NPO法人27(13.5％) 

・社団法人22(11.0％) 

  無回答３(1.5％) 

  

１．１ 助成事業がNGOへもたらした効果 

 地球環境基金から助成を得たことによる財政上の効果： 

 ・他の団体から助成が得やすくなった（27.0％） 

 ・会員・会費が増加した（25.0％）（複数回答方式）。 

  

 ☆事業実施財源として、また、事業の規模を拡大する上で貢献 

 ・確実性のある資金で事業に計画性を持たせられる 

 ・大規模なプロジェクトを長期に継続することができる 

・ 機材の購入 

 

 

 

事業へもたらした効果  

 ・団体の知名度が向上した（65.0％）、 

 ・行政や他の団体との広範な交流が可能となった（65.0％） 

　財政効果
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     A:行政や他の団体との広範な交流が可能となった 

     B:行政との共同でのプロジェクト、政策提言が可能になった 

     C:団体の知名度が向上した 

     D:行政、企業から事業の委託を受けるようになった 

     E:ボランティアの参加が増加した 

 

NGOの課題 

 ・活動資金の確保（69.5％） 

 ・人材の確保（13.0％） 

 

    A:活動資金の確保 

    B:会計手続き等の事務処理 

    C:人材の確保 

    D:プロジェクトの運営体制 

    E:地域社会との協力 

　事業への効果
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１．２ 地球環境基金への意見 

 ○ 助成事業への感謝 

 ・地球環境基金の３年間に亘る助成システムを評価する声は多い 

 ・成果が見えにくく縮減されがちな環境保全活動への助成は予算安定面で助かる 

 ・小規模、任意団体への助成 

  

 ○ 事務手続き等について 

 ・会計報告の簡略化 

 ・前払い、概算払いの導入 

 ・費目間の流用、管理費等助成対象費目の拡大 

 ・人件費への助成 

 ・年２回以上の申請受付、早期の内定、英語での受付 

 ・選定審査基準をわかりやすく、助成不決定の理由の開示 

 

 ○ 助成システム全体について 

 ・植林等時間がかかるプロジェクトへの期間延長（５年程度） 

 ・助成終了事業への再助成 

 ・自立するまで長期の支援 

 ・数カ年分の事業計画の内定 

 ・１件あたりの助成額の増額 

 ・専門性を確立している団体を別枠とし、小団体への助成の増加 

 ・政策提言型NGOへの助成 

 

 ○ 団体間の交流促進 

 ・ホームページのリンク 

 ・「成果の発表会」を通じての交流機会の提供 

 ・活動の連携を地球環境基金がｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄを 




